ながおかCome１００クラブ説明資料
〇〇クラブ 保護者会規約（案）
第１章 総則
第１条（名称）
本会は「〇〇クラブ保護者会」（以下「本会」という。）と称する。
第２条（目的）
本会は、〇〇クラブ（以下「本クラブ」という。）の参加者の保護者が連携・協力し、参加者が安全かつ充実したクラブ活動を行えるよう、支援することを目的とする。
第３条（適用範囲）
本規約は、本クラブの参加者の保護者全員に適用される。

第２章 保護者会の構成
第４条（会員）
本会の会員は、本クラブの参加者の保護者全員とする。
第５条（役員の設置）
本会は、以下の役員を設置する。
1 会長（本会の代表として運営を統括する。）
2 副会長（会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。）
3 会計（本会の資金管理・収支報告を行う。）
4 監査（本会の資金管理を監査する。）　

第６条（役員の選出・任期）
1 役員は、本会会員の中から立候補または推薦により選出される。
2 任期は1年とし、再任を妨げない。
3 役員が任期途中で退任する場合は、速やかに後任者を選出し、保護者会の運営を円滑に維持する。

第３章 会費
第７条（会費の設定）
1 本会の運営資金として、会員は会費を納入する。
2 会費の金額および集金方法は役員会の承認を得て決定する。
3 会費の変更が必要な場合、役員会にて協議し、総会で承認を得た上で適用する。
第８条（会費の使途）
会費は、以下の目的に使用する。
1 本クラブ活動支援費（練習場所の使用料、用具の購入・修理費、試合・コンクールの参加費・交通費　等）
2 本会の運営費（会議費、通信費、印刷費等）
3 本クラブのイベント・交流活動費
4 その他、本会が必要と認める支出
第９条（会計監査・報告）
1 会計は、保護者会の会計状況を適切に管理し、収支報告を定期的に役員会へ提出する。
2 会計状況の透明性を確保するため、会計は、年次決算報告書を作成し、監査の会計監査を経て年次決算報告を総会で行う。
3 会員は、財務状況の報告を求めることができ、会計はこれに応じる義務を負う。
第４章 規約の変更
第10条（規約の変更）
本規約の変更が必要な場合は、役員会の承認を経て総会で決定する。
附則
本規約は令和🔴年🔴月🔴日から施行する
